
令和８年度むつ市交通事業者運転手確保支援事業補助金交付要綱

令和８年４月２８日

むつ市告示第１４７号

（趣旨）

第１条 市は、持続可能な公共交通ネットワークの形成を図るため、市内を運行す

る公共交通事業者が運転手を確保するための取組に要する経費に対して、予算の

範囲内において、むつ市交通事業者運転手確保支援事業補助金（以下「補助金」

という。）を交付するものとし、その交付については、むつ市補助金等に関する

規則（昭和６１年むつ市規則第１６号。以下「規則」という。）に定めるものの

ほか、この要綱の定めるところによる。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。

⑴ 公共交通事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号に

規定する一般旅客自動車運送事業を行う者（福祉輸送事業限定許可を受けてい

る者を除く。）であって、同法第４条に規定する国土交通大臣の許可を受けた

者をいう。

⑵ 従業員 公共交通事業者に雇用されている者であって、第二種運転免許取得

後に市内を運行する路線バス、貸切バス、タクシー及びハイヤーの運転業務に

携わる者をいう。

⑶ 第二種運転免許 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第８４条第４項

に規定する運転免許のうち、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許及

び普通自動車第二種免許をいう。

（補助対象事業者）

第３条 補助金の交付の対象となる事業者は、次に掲げる要件をいずれも満たすも

のとする。

⑴ 市内に運行路線又は営業区域があり、現に運行又は営業している公共交通事

業者であること。

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）が経営してい



る又は関係している事業者でないこと。

（補助対象期間）

第４条 補助金の交付の対象となる期間（以下「補助対象期間」という。）は、令

和８年４月１日から令和９年２月２８日までとする。

（補助対象事業）

第５条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次のとお

りとする。

⑴ 二種免許取得支援事業

⑵ 運転手採用活動推進事業

（補助対象経費及び補助金の額）

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補

助金の額は、別表のとおりとする。

（補助金の交付申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、次

に掲げる書類を令和９年２月２８日までに市長に提出しなければならない。

⑴ 二種免許取得支援事業

ア むつ市交通事業者運転手確保支援事業補助金交付申請書（二種免許取得支

援事業）（様式第１号）

イ 一般旅客自動車運送事業の許可証の写し

ウ 従業員が取得した第二種運転免許証の写し

エ 補助対象経費を確認できる書類

オ 従業員を雇用していることを証する書類

カ 誓約書（様式第３号）

キ 国、県等による補助制度等を活用している場合は、その内容を確認できる

書類

ク その他市長が必要と認める書類

⑵ 運転手採用活動推進事業

ア むつ市交通事業者運転手確保支援事業補助金交付申請書（運転手採用活動

推進事業）（様式第２号）

イ 一般旅客自動車運送事業の許可証の写し

ウ 補助対象経費を確認できる書類

エ 誓約書（様式第３号）



オ 国、県等による補助制度等を活用している場合は、その内容を確認できる

書類

カ その他市長が必要と認める書類

２ 規則第１２条に定める実績報告は、前項に規定する申請をもってこれに代える

ものとする。

（補助金の交付決定及び額の確定等）

第８条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認

めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、むつ市交通事業者運転手

確保支援事業補助金交付決定及び額の確定通知書（様式第４号）により申請者に

通知するものとする。

（補助金の請求及び経理）

第９条 補助金の請求は、むつ市交通事業者運転手確保支援事業補助金請求書（様

式第５号）によるものとする。

２ 補助金の交付を受けた事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類

を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後５年間保存しておくものと

する。

（補助金の返還）

第１０条 市長は、補助金の交付を受けた事業者がこの要綱若しくは規則に違反し

たとき又は申請書等へ虚偽の記載があったと認めるときは、既に交付した補助金

の全部又は一部の返還を命ずることができる。

２ 二種免許取得支援事業による補助金の交付を受けた事業者は、当該補助金の交

付確定の日から１年を経過するまでの間に当該補助金の補助対象経費の支出に係

る従業員（以下「補助対象従業員」という。）を雇用しなくなったときは、速や

かにその旨を市長に報告し、当該補助対象従業員に対し支出した補助対象経費に

係る分の補助金を返還しなければならない。ただし、補助対象従業員を雇用しな

くなったことについて市長が特別な理由があると認めるときは、補助金の返還を

要しないものとする。

（補助対象事業者の責務）

第１１条 補助金の交付を受けた事業者は、当該補助金の交付決定の日から１年を

経過するまでの間、市内の運行路線又は市内の営業区域を運行する業務に携わる

よう努めなければならない。

（その他）



第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。



別表（第６条関係）

補助対象事業 補助対象経費 補助金の額

二種免許取得 事業者が補助対象期間内に支出した 補助対象経費の合
支援事業 従業員の第二種運転免許取得に係る経 計額の２分の１以内

費のうち、次に掲げるものとする。 の額（その額に１,
⑴ 入学金 ０００円未満の端数
⑵ 適正検査料 が生じたときはこれ
⑶ 学科教習料 を切り捨てる。）
⑷ 技能教習料
⑸ 効果測定料
⑹ 教材費
⑺ 写真代
⑻ 検定料
⑼ 合宿免許費用
⑽ 仮免許試験手数料（１回目の
み）

⑾ 仮免許証交付手数料
⑿ 技能試験料（１回目のみ）
⒀ 運転免許試験手数料（１回目の
み）

⒁ 運転免許証交付手数料
⒂ 交通費（路線バス運賃及び鉄道
運賃）

⒃ その他市長が特に必要と認める
経費

運転手採用活 事業者が補助対象期間内に運転手を 補助対象経費の合
動推進事業 採用するために要した経費のうち、次 計額の２分の１以内

に掲げるものとする。 の額（その額に１，
⑴ 求人誌、求人サイト等への掲載 ０００円未満の端数
費用 が生じたときはこれ

⑵ その他市長が特に必要と認める を切り捨てる。）又
経費 は３００，０００円

のいずれか低い額と
する。

（注）

１ 消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費の合計額に含めない。

２ 事業者が補助対象経費に対し、国、県等の補助金を受けているときは、本補

助金及び国、県等の補助金の合計額は、補助対象経費の合計額を超えないもの

とする。


